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路上喫煙に関連 した実態調査

黒 田 正治郎

抄 録

近年 、 環 境美 化 に市 民 の関 心 が高 くな って い るが、 依 然 と して路 上 での た ば この ポイ捨 て を よ く

見 か ける。 そ こで、 芦 屋 市 にお け る路上 で の たば この ポイ捨 て の実 態 を調査 し、 た ば この ポイ捨 て

の現状 と人 の動 態 を分析 し、 環境 美化 にお け る問題 点 を検討 した。

キー ワー ド

た ば この ポイ捨 て、実 態調 査、 芦屋 市、 市民 マ ナ ー条 例
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Abstract 

 In recent years, citizens have become more interested in beautifying the environment, but we 

still see some people threw away cigarettes on the streets. Therefore, in order to considering 

the problems in environmental beautification, I investigated the actual situation of the littering 

of cigarettes on the streets in Ashiya city, and analyzed the relationship between people's behav-

ior and the littering of cigarettes.
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§1.は じ め に

近年、環境美化 に市民の関心が高 くなっている

が、依然 として路上でのたばこのポイ捨てをよく

見かける。駅近傍や特定の場所には禁煙指定地域

が設定 されているが、守 られていないようだ。そ

こで、路上でのたばこのポイ捨ての実態を調査 し、

たばこのポイ捨ての現状 と人の動態を分析 し、環

境美化 における問題点を検討する。

§2.行 政 の取 り組 み

2008年1月 において、路上 喫煙禁止条例 ・歩 き

たば こ禁止条例 を制定 してい る自治体 は、東 京都

千代 田区を始 め49市 区村 であ る。 また、京都市 や

岡山市 の ように路上 喫煙 を禁止 す る条例 の制定 を

検討 してい る自治体 も多い(1)。

この ような流 れの中で、2011年4月 には高知市

中心部 が歩 きたば こ禁止 区域 指定 とな り、愛知県

岡崎市 の197公 園が4月 か ら全面禁煙 にな るな ど、

全 国の市 区の路上 喫煙禁止 への対応 も活発 にな っ

て きたく2)。

大 阪市では2007年4月1日 よ り、市民等 の安心、

安全及 び快適 な生 活環境 を確保 す ることを 目的 と

した 「路上 喫煙の防止 に関す る条例」が開始 され、

道路、広場、公 園その他 の公共 の場所 にお ける喫

煙 と火 のついたたば こを所持 す る(自 転車等 に乗

車 中に喫煙 し、又 は火のついたたば こを所持 す る

ことを含 む)こ とを禁止 した(3)。同時 に市民等は、

路上 喫煙 禁止地 区内において路上 喫煙 を してはな

らない とい う もの であ り、 違 反者 か らは、 違反

金1,000円 を徴収 す ることに した(41。

神 戸市 では、散乱 ごみのない美 しい街 の実現 の

ため1997年6月1日 に 「ポイ捨 て禁止条例」 を施

行 し、市 内全域 でたば この吸い殻 な どのポイ捨 て

を禁止 し、市 や区の顔 とな るフラワー ロー ドをは

じめ と した19ヶ 所 を 「ポイ捨 て防止 重点区域」及

び 「喫煙 制限区域」 に指定 した。 さらに 「喫煙制

限区域」 内では、灰皿付近及 びポケ ッ ト灰皿携帯

の状態 を除 き喫煙 を禁止 し、 「重点 区域」 内での

ポイ捨てについては、2万 円以下の 「罰金」を科

すことに した。その結果、 これらの地域では、地

域住民や事業者などが継続 して清掃活動を続 ける

など、美 しいまちづ くりに対する熱意が強 くなっ

ている(5×6)。

京都市は、 これまでに中心部の主な通 りで実施

している 「路上喫煙等禁止区域」を拡大 し、観光

名所である清水坂付近の産寧坂や二年坂、祇園の

花見小路など、市内中心部の河原町、四条、鳥丸、

御池の各通に囲まれた区域の路上 と京都駅周辺の

路上のほぼすべてを禁止 区域 に指定する方針を

固め、違反者には1,000円 の過料を科す ことに し

た(7)(8)。

芦屋市では、1997年4月 に 「空き缶等の散乱防

止に関する条例」を定め、市民 に空 き缶等のポイ

捨ての防止や犬のふんの放置禁止を訴え、 ゴミの

ない美 しいまちづ くりを推進 してきた。 また、芦

屋市 自治環境協議会 との共催で実施 している春 と

秋のわがまちクリーン作戦、美化推進員 と実施 し

ているJR等 の駅前でのポイ捨て禁止啓発 キャ

ンペーン等、市民共同による啓発活動を行なうこ

とにより一定の効果をあげてきま した。 しか し、

たばこのポイ捨てはな くならず、路上喫煙のたば

この火による火傷等の危険性 という問題 も起 きて

いる。

そこで芦屋市では、市民の清潔で安全 ・快適な

生活環境の保全を図るための罰則を設けた新たな

条例を制定するために、市民からの意見を募集 し

(募集期間:2006年12月16日 ～2007年1月15日)、

2007年6月1日 に美 しい街づ くりに関する条例で

ある 「市民マナー条例」を施行 した(9>。その内容

は、公有、私有の場所を問わず、市内の公共の場

所である道路、公園、河川、山林、広場、海岸な

ど市民等が自由に出入 りできる屋外の場所での歩

行中(自 転車 に乗車中を含む)の 喫煙を規制する

ものであ り、喫煙禁止区域(市 内の公共の場所の

うち、人通 りが多い所など、喫煙を特に防止する

必要があると認める区域)に おいては、歩行中だ
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けでな く喫煙 自体を禁止するものである。その結

果、 同年9月 か らはJR芦 屋駅周辺な どの禁止

区域内における違反者 には、兵庫県内では初めて

の罰則付きの喫煙禁止条例 として2,000円 の過料

が科せられるようになったく10)。

しか し、路上喫煙に反則金徴収を始めて1カ 月

が過 ぎた時点で徴収実績は5人 であ り、違反を指

摘 されながらも無視 して立ち去 る者が大半 という。

パ トロールする職員を見た途端、たばこの火を消

す人 も増えたと聞 くが、禁止区域での摘発回避の

ためか、禁止区域境界付近の路上 にはたばこの吸

い殻が目立つ。芦屋市では、境界灰皿設置も考え

たというが、「歩きたばこの助長につながる」 と

今は静観 し、有効策を検討中である(11)。

そこで、阪神芦屋駅を中心 とした路上喫煙の実

態を調査 したばこのポイ捨ての現状を検証 して、

今後の美化都市化への提言 とする。

§3.実 態調査

路上 喫煙 の実 態調査 を実施 した。

・日時:2010年8月4日 ～6日(8時 ～12時)

・場所:阪 神 芦屋駅 を中心 と した南 北2 .5km

図1阪 神 芦 屋 駅 を 中心 と した調 査 地 域

(N34°43'41.05,E135°18'14.49)
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×東西2kmを9ブ ロ ック(B1～B9)

に分 け調査 対象地域 と した(図1)。

・方法 調査地域 内の公共 の場所 および私道 に

捨 て られ て い る た ば この 吸 い殻 数

(フ ィル ター部 のみ も含 む)の 調査

調査結 果を記 録す るために阪神芦屋駅 を中心 と

した1/1500の 地 図(ゼ ン リン)とSuperMappie

(ver.6)を 使用 した。 また、 道路の長 さの実測 は

行 わ ず、1/1500の 地 図上 での計 測 とちず丸 距離

計 測(仮)(12)、Mapionキ ョ リ測を使用 し道路長 を

求 めた(13}。

§4.実 態調査結果

調査結果 を図2に 示 す。 図中のマー ク小 は吸殻

も しくは フィル ター部1本 を示 し、 マー ク中は5

本、 マー ク大 は10本 と した。 なお、10本 以上 の場

合 は実数 を示 した。

今 回 の調査 で、総 数2,723本 のポイ捨 てた ば こ

を収集 した。 これは100m2あ た り約0.055本 にな

る。 図3に 、調査地域 を9ブ ロック(B1～B9)に

分 けた調査 対象地域 でのたば この ポイ捨 て数 を示

した。 ポイ捨て の多 い場 所 は、 阪神芦屋 駅:B5

(図5:(9,10))を 中心 と して東西 方向 に分布

し、次 いで南北方向にほぼ同数 の分布を確認 した。

全体 と して、 阪神芦屋駅 よ り南 西方 向に分布 して

い る結果 とな った。 また、 ブ ロ ックB1とB9が 少

なか った理 由の1つ に、 ブロ ック内 に今 回の調査

を行 わなか った場所 も含んでい るため と考 え られ

る。

ポイ捨 ての現状 を詳 しく調 べ るために、調査地

域 を縦横60mメ ッシュ(東 西18× 南北24)に 分

類 し、 ポイ捨て数 を7段 階 で表示 した(図4)。

その結果、201カ 所(46.5%)で ポイ捨 てがな く、

約半数 の区画 は比較 的清 浄化 されてい ることが判

明 した。 その反 面、50本 以上 のポイ捨 てが29カ 所

(6.7%)で 見 つか った。

レ
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図2ポ イ捨 て の ブ ロ ック別(B1～B9)実 態 調 査 結 果
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図3ブ ロック別のポイ捨て数

図4ポ イ捨て数の分布

たばこポイ捨て数の分布
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図550mメ ッ シ ュで の 分 布

① 芦屋郵便局前歩道橋上 り口

② 深江本町1丁 目43号線沿いコ ンビニエンスス トア前

③ 平 田北第一広場前43号 線沿 い歩道

④ 芦屋川松風通 り東側 と43号線 との合流地点付近の側溝

⑤ 市立青少年 センター南側

⑥ 芦屋川橋北側歩道

⑦ ルーア芦屋付近の駐車場近 く

⑧ 阪神芦屋駅直下の芦屋川東岸遊歩道

⑨ 市立精道小学校付近の43号 線 にかかる歩道橋

(左か ら図4の7段 階で少ない順)

そこで、ポイ捨てが50本以上見つかった地域を

特定すると、

上記①～⑨は、主要道路の交差点付近や信号待

ちをする横断歩道、歩道橋の登 り口、 コンビニエ

ンスス トア前(以 降コンビニ)、 自販機の前、駐

車場など、いずれも人が移動中に立ち止まる場所

である。特に、①⑨は43号線にかかる歩道橋であ

り、阪神芦屋駅を利用する人が、43号 線 より南に

下 る場合の経路 として利用するため、多 くのポイ

捨てがあったものと考えられる。②は43号線を横

切る横断歩道前であると同時に43号線沿いにある

コンビニ前であるため、43号 線より南下する人や

車でコンビニを利用する人たちによるポイ捨てが

あるものと思われる。 また、⑧はポイ捨てが見つ

かった場所が、阪神芦屋駅 と交差する芦屋川東岸

遊歩道 に集中 していたことから、阪神芦屋駅を利

用する人が駅ホームから直下の芦屋川東岸遊歩道

に捨てたものと思われる。

ポイ捨ては人の移動に起因するものであるか ら、

阪神芦屋駅を中心 としたポイ捨て数の多いブロッ

クを繋いでみたところ、表1の ような人の移動ルー

トが見えてきた。

ルー トB、C、Dに ポイ捨てが多いことから、

人の移動方向は阪神芦屋駅から南側に移動する人

が多 く、 また43号 線 よ り南下 す る場 合、 ルー トB

を利用 す ることが多い ようだ。

一方
、 ルー トFに はポイ捨 ては少 なか った。 お

そ ら く、美 化意識 や清 浄化意識 の強い住民 が多 く

住 ん で いる と考 え られ るブ ロ ックB9へ のル ー ト

であ る。

さらに、上記 以外 に次 の場所 にもポイ捨 てが多

く見つか った。

② 芦屋川 河岸 の一部

⑤ 雨水枡 や路上 に設 置 してあ る排水溝

◎ 芦屋公 園内ベ ンチ周 り

特 に② は、芦屋川遊歩道 は禁煙 ゾー ンであるが、

遊歩道東岸 にバーベキ ューの痕跡 があ りその近 く

に多 くの ポイ捨 てが見 つか った ことか ら、 バーベ

キ ュー中 に喫煙 した ものを放 置 した もの と思 われ

る。 また、 芦屋 川遊歩道東岸 に面 した斜面 に露 出

した土管 があ り、その中 に多 く捨て られていた。

⑤ は路上 に敷設 されてい る雨水枡 や排水溝 の内部

であ り、 これ らは一種 の路上 の吹 き溜ま りとな っ

てお り、路上 に捨て られた吸い殻 が経年 的に蓄 積

され る場所 と考 え られ る。◎ は、芦屋 公園内のベ

ンチで憩いなが ら喫煙 を してい る人 を見 か けるこ

とがあ り、 この人た ちが捨 てた もの と思 われ る。
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表1阪 神芦屋駅からのルー ト(横位置、縦位置)

ル ー ト 移動経路 総数

A (9,10) (8,10) (7,11) (6,11) (5,11) (4,12) 150

B (9,10) (8,10) (7川) (8,12) (8,13) (8,14) 378

C (9,10) (9,11) (10,12) (10,13) (9,13) (8,14) 442

D (9,10) (9,11) (10,11) (10,12) (11,13) 一 193

E (11,9) (12,9) (13,9) (14,9) (15,9) (16,9) 133

F
(11,9) (12,9) (13,9) (13,10) (14,11) (15,11)

183

(15,12) (14,12) (14,13) (14,14) (15,15) (15,16)

(F6上 段 は、F1下 段 に繋 が る)

このことから、人の移動量が多い所にポイ捨てが

多 く発生する可能性が強 く、そのため、歩道橋や

横断歩道近傍をポイ捨て重点監視場所 とすること

が重要であると考えられる。

また、ポイ捨ての少なかった地区の特色は、次

の4つ であった。

⑥ 禁煙 ゾーン

◎ 芦屋川河岸

㊦1戸 建て住宅の近傍

⑧ 舗装の完備 してある道路

◎◎は当然の結果 と思われるが、禁煙 ゾーンの設

置が機能 し、禁煙が実現 していることの証 しであ

る。また、㊦⑧の地域では近隣住人による自主的

な清掃が実施 されている光景をよ く見かけること

が多 く、近隣住人の美化意識や清浄意識が高いも

のと思われる。このことからも、ポイ捨てをしない

意識やポイ捨てをさせない環境づ くりが重要であ

る。

§5.道 路別にみた実態調査結果

道路の特徴 によ り、 ポイ捨て数の差異を調べる

ために、調査場所を表2の ように分類 した。

種類1に は、公園、禁煙 ゾーン、市役所、税務

署、遊歩道などの公共機関を含めた。

この結果、道路長1mあ た りでは南北道路 〉

東西道路 〉斜め道路 〉私道 という順にな り、ポイ

捨ての多かった南北道路 と東西道路の平均ポイ捨

て数は0.066本/mで あった。 また、調査場所あ

たりでは、歩道橋 〉横断歩道 〉公園〉交差点付近

という順 にな り、歩道橋周辺が極端 に多い結果と

なった。 しか し、2者 の比較は長さと面積 という

基準の異なるものであるため、直接比較できない。

そこで、交差点付近、横断歩道、歩道橋でのポイ

捨て数 と一般道路との差を検討するため、交差点

付近や横断歩道、歩道橋を一定幅の道路 に換算 し

た。道路法における道路の幅は、通行できる車両

の幅や市街地区域内の道路であるか、市街地地区

内極少指定道路又は一方通行 とされている道路で

あるかなどにより規定 されているω。本稿では市

街地 区域内の一・般市街地道路 における2.Omと

2.5mの 幅の車両が通行 しうる道路幅の平均値 と

して5m幅 の道路 に換算 した。 その結果、交差

点付近:0.4本/m、 横断歩道0.6本/m、 歩道橋

3本/mと な り、歩道橋付近が一般道路の約50

倍量であり、交差点や横断歩道では約10倍量となっ

た。 また、南北道路 と東西道路間の結果を有意水

準5%で のt検 定 したところ、P値 が0.86とな り

南北道路 と東西道路間に差異はな く、一・般道路の

方向とポイ捨て数に関 しては関連がないことが分

かった。

一方種類1に は
、芦屋公園、大桝公園、神楽公

園、宝島池公園、芦屋川遊歩道、芦屋市役所が含

まれ、芦屋公園、芦屋川遊歩道、芦屋市役所 にお

いてポイ捨てが見つかった。そこで、一般道路上

とこれ らの場所でのポイ捨て数を比較するために、

芦屋公園と芦屋市役所で調査を した場所の面積を

5m道 路に換算 しポイ捨て数を算出 した。 その

結果、一般道路 の約20%に あた る約0.004本/m2
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とな り、比較的清浄化が守 られていることが分か っ

た。

また、芦屋市役所前の北側エ ントランス(約4,600

m2)で は、10本 の ポイ捨 てが見つ か り、5m道

路 換算 では0.005本/m2と な り、 市民 の憩 いの場

所 であ る場所 は常 に清掃 されてい ることが分 か っ

た。 なお、 ポイ捨 てが見 つか った場所 は、敷地 内

に設 置 されてい るベ ンチ下 のみであ った。 これ ら

の場所 を、5m幅 道路 に換算 した場 合、 そ れぞ

れ0.021と0.024本/mと な り、一 般道路の約1/3と

い う結果 にな った(表3)。

芦 屋 川遊 歩 道 で の ポイ捨 て数 は、0.074本/m

とな り一般道路 とほぼ同 じ数量 とな り、 禁煙 ゾー

ンと して機能 していない ことにな る。 しか し、上

述 した ように芦屋川東岸 の一部 に、 河川敷 でバー

ベキ ューを した跡 があ り、 その近 くでポイ捨 てが

集 中 していた ことや遊歩道 に面 した斜面 に露出 し

た土管 へのポイ捨 てがあ ったため、 ポイ捨 て数 が

見 か け上 多 くな った と思 われ る。

一方
、 この ような局所 的なポイ捨 て場所 が見つ

か らなか った西岸 で は、0.043本/mで あ り、一

般道路 より少 ない結 果であ った。東岸 が西岸 に比

べ約2.7倍 量 とな った原 因 で ある東 岸 の特 定部分

の美化 が進 めば、一般道 の半分 以下 にな ると考 え

られ る。 また、遊歩道 では草 む らが多 く、風 や車

の移動 に よ り飛 ば されに くく、 ポイ捨てが残留 し

蓄 積す る傾 向があ るので、実 際 にはさらに少 ない

と考 え られ る。

遊歩道 は場所 によ り幅が一定 で はないので、平

均 的 に10m幅 と見 な し、 さ らに5m幅 道路 に換

算 した結果、 平均 で0.037本/m、 西岸 で0.021本/

m、 東岸 で0.053本/mと な り、一 般道路 の1/2程

度 であ ることが分か った(表4)。

以上 の結 果、 公共性 の強 い場 所や禁煙 ゾー ンで

は、 ポイ捨 て数 は少 ない結 果 とな った。

一般 道路に関して表5の ような分類を導入 して
、

その差異を検討 した。道路の定義は、道路法 によ

り高速 自動車国道、一般 国道、都道府県道、市町

村道の4つ に分類されている(1%ま た、道路法の

道路以外には、農道、林道、里道、公園道、園路、

道路運送法の道路、港湾法の道路がある。 しか し、

一般市民が道路の種類を意識 して生活 しているわ

けでもな く、 ポイ捨て場所を意識 しているとも思

えないので、本稿では便宜的に、歩道は人のみが

通行できる道路 とし、車道は人 と車両などが通行

表2調 査場所とポイ捨て数

種類 本数 件数、長 さ(m) 本 数/件 数、長 さ(m)

1:公 園+遊 歩道+公 的機 関 301 15カ 所 20.1*

2:信 号 のある交差点付近5m 138 17カ 所 8.12*

3:南 北道路 1,085 15,804m 0.07

4:東 西道路 807 12,621m 0.06

5:斜 め道路 1 53m 0.02

6:歩 道橋 245 2カ 所 125.5*

7:横 断歩道 45 2カ 所 22.5*

8:私 道 0 103m 0.00

(*は1カ 所 あた りの本数)

表3芦 屋公園と芦屋市役所におけるポイ捨て数

本数 本数/㎡

芦屋公園 28 0.0043

芦屋市役所前広場 10 0.0049

表4芦 屋川遊歩道におけるポイ捨て数

本数 長 さ(m) 本数/m

芦屋川遊歩道全体 189 2,554 0,074

芦屋川遊歩道西岸 54 1,283 0,042

芦屋川遊歩道東岸 135 1,271 0,106

一61一



近 畿 大 学 短 大 論 集Vol.44,No.1,2011

で きる道路 と した。

種類1と 種類4を 比較 す るため に、有意水 準5

%でt検 定 を行 った結 果、P値 が0.55と な り車道

沿 いの歩道 と歩道 間に差異 はなか った。 また、種

類2と 種類3の 車線 の異 な る車道 間に も差異 はな

く、車 幅が倍 にな ると、 ポイ捨 て数量 は単純 に約

2倍 にな ることが分か った。一方、歩道(種 類4)

と車道 間(種 類2-3)のt検 定 のP値 が0.038と

な り0.55差 異が あ った ことか ら、 ポイ捨 てに関す

る道路 の分類 は、歩道 と車道、私道 の3種 類 とな

り、歩道 と車歩道 では約2倍 程度歩道 が多い結果

とな った(表6)。

ポイ捨 ては、歩道 〉車道 〉公共性 の強 い場所 〉

私道 とな り、歩道 で は10mに 約1本 とい う結 果

とな った。

〈実態調査2>

実態調査1で 、最 も多 くポイ捨てのあった①芦

屋郵便局前歩道橋上 り口を特定箇所 とし、1週 間

の定点調査を実施 し、ポイ捨ての原因である人の

動 きを観察 した。

・定 点観 測場所:① 芦屋郵便 局前歩道橋上 り口

・採集 日時:2010年9月10日 出 か ら16日 ㈹

・採集 時間:午 前5時 と午 後1時

午前5時 採集分は、前 日の午後1時 から翌 日の

午前5時 までのポイ捨て分であ り、午後ポイ捨て

分 とした。また、午後1時 採集分は、午前5時 か

ら午後1時 までのポイ捨て分であ り、午前中のポ

イ捨て分 とした。午前中のポイ捨ての多 くは歩道

橋の南側で見つかったのに対 して、午後 になると

歩道橋北側にも約半数のポイ捨てが見つか り、定

点観測期間でのポイ捨て本数 とその比率は次のよ

うになった。

〈午前中〉南側

〈午後中〉南側

午前

北 側=395=81

」ヒ狽U=8144=21

午 後=44124=13

定点観測地点より南側 に住む人たちの午前中の

動向が、阪神芦屋駅 に向かうと仮定すると、午前

ポイ捨て分に比べ午後ポイ捨て分が増加 し、午前

中は南側、また午後には北側が多 くなっていたこ

とから、喫煙者の行動方向は、午前中は歩道橋 よ

り南側から北側方向であ り、午後はその逆になる

と考えられる。

また、今回の1週 間分の調査では、土曜日と日

曜日が少な く、月曜日から金曜日の平 日は多 くな

り土 日曜日の約3倍 という結果 になった。

この結果を考慮すると、喫煙者の多 くは、歩道

橋よ り海側に住み、月曜日から金曜日に出勤時に

表5道 路の種類別ポイ捨て数

種 類 本数 長 さ(m) 本数/m

1:車 道沿 いの歩道 986 11,087 0,089

2:車 道(2車 線) 679 12,015 0,057

3:車 道(1車 線) 104 3,863 0,027

4:歩 道 124 1,538 0,081

5:私 道 0 120 0,000

表6道 路別ポイ捨て数

種 類 本数 長 さ(m) 本数/m

1:歩 道 1,110 12,624 0,088

2:車 道 783 15,878 0,049

3:私 道 0 120 0,000
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図6

十 判7

芦屋郵便局前歩道橋における時間帯別ポイ捨て

数の変化(午 前中)

ん一 一 ■ ■1_A_層_9'↓ ノk一

歩道橋南側登 り口あた りでポイ捨てをする。帰宅

時では、歩道橋北側登 り口あた りでポイ捨てをす

る可能性が高い。

§6.ま と め

路上喫煙によるポイ捨ては、喫煙者の公共場所

での喫煙マナー意識 により大 きく改善 される。

そのための、行政が行 う各種キャンペーンやマ

ナー改善運動、条例の改正など地域全体の同等に

行 うのではな く、ポイ捨てをする住民のいる地域

を特定 し、またその動向を調査 し、特定場所で特

定の時間で実施することが効果的であると思われ

る。引き続き、路上喫煙の実態調査を実施 したい。

図7芦 屋郵便局前歩道橋における時間帯別ポイ捨て

数の変化(午 後)
〈路上に設置された禁煙マーク〉

〈路上喫煙禁止区域を知 らせるのぼり〉
■■■■1酬■阻 ▼,渦 澗【7,

図8芦 屋郵便局前歩道橋における曜 日別ポイ捨て数

の変化

本数 吉 屋郵傭 島前 の歩 楢播 でのポイ捨 て
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追 記

・芦屋市は、平成23年6月1日 からJR芦 屋駅周辺地

域に加えて、新たに 「阪急芦屋川駅周辺地域」「阪神

芦屋駅周辺地域」「阪神打出駅周辺地域」を喫煙禁止
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区域 に追 加 指定 し、 路 上 に禁煙 マ ー クを 多 く設 置 し

た。 同時 に、 芦 屋 川流 域 及 び芦 屋 キ ャナ ル パ ー ク南

北 護 岸 でのバ ー ベ キ ュー等 を禁 止 しだ151。本 稿 に お い

て指 摘 した ポ イ捨 て の 多 か った場 所 に も、 路 上 に禁

煙 マ ー クが設置 され た。

・阪神 芦 屋 駅 の 喫煙 コー ナー が撤 去 され 全 面禁 煙 とな

り、芦 屋川 遊歩 道 への ポイ捨 て が減少 した。
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